
余裕期間を設定する工事の取扱いについて 

令 和 ４ 年 １ ０ 月 

仙台市 契 約 課 

 技術管理室 

 

平成２８年６月にお知らせしておりました標記の取扱いについて，今般，監理技術者制度運用マニュア

ルに倣い余裕期間の範囲等について、以下の通り改正することとしました。 

 

※二重線部が今回の改正箇所となります。 

１. 目的 

仙台市が発注する工事において、計画的な工事発注を促進するとともに、受注者の円滑な工事施

工体制の整備を図ることを目的とし、余裕期間を設定し、全体工期内で実工期の始期を発注者があら

かじめ指定する方式を導入しています。 

２. 余裕期間の設定 

発注者が計画的な工事発注や円滑な工事施工体制の整備を図る必要があると判断した場合、実工

期の始期を指定（以下、「着手指定日」という。）し、余裕期間を設けた工事請負契約を締結することが

できるものとします。なお、余裕期間を設け、着手指定日を明示した場合、入札公告等における配置技

術者の要件については、次のとおり取扱うものとします。 

【通常】契約日の前日までに当該他の工事が完了できる者であること。 

【取扱】指定条件を満たす場合には、着手指定日において他の工事現場に配置技術者として配置 

されていないこと。 

３. 対象となる工事（指定条件） 

余裕期間を設け着手指定日が現場説明書等に明示されている工事であること。 

４. 適用年月日 

令和 4年 10月 7日 

５. 用語の定義 

（1） 全体工期 ： 余裕期間と実工期の合計で、契約上の始期と終期を示す期間のこと。 

（2） 余裕期間 ： 労働者の確保や資機材の調達準備（現場搬入は不可）を行う期間のこと。 

（3） 実 工 期 ： 実際に工事を施工するために必要な期間で、準備期間と後片付け期間を含む。 

６. 余裕期間の範囲 

（１） 余裕期間は、6 ヶ月を超えない範囲とします。 

（２） 当初契約締結後、受発注者協議（受発注者双方の理由による場合）により、着手指定日を変更し

早めることができるものとします。なお、着手指定日を早める場合は、専任を要する技術者が他の工

事の技術者と重複することのないよう、建設業法を遵守して下さい。 

（３） 当初契約締結後、受発注者協議（発注者の理由による場合で受注者の理由は不可）により、着手

指定日を変更し遅らせることができるものとします。なお、着手指定日を遅らせる場合も、変更後の

余裕期間は 6 ヶ月を超えない範囲とします。 



７. 積算関係の取扱い 

営繕工事の共通費などの算定にあたっては、余裕期間はその算定対象に含まないものとする。 

８. 契約関係の取扱い 

（１） 余裕期間内は、現場代理人及び監理技術者等の配置は不要とします。 

（２） 工事請負契約書、その他契約関係書類及び工事関係書類に記載する工期は、全体工期としま

す。 

（３） 工事実績情報サービス（CORINS）は、実工期にて登録するものとし、着手指定日（変更後の着手指

定日含む。）後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10日以内に、登録申請するものとします。 

（４） 工事請負契約書第３条の規定に基づく、着手届、請負代金内訳書及び工程表の提出及び第 10条

の規定に基づく、現場代理人及び監理技術者等の通知は、着手指定日に提出又は通知するもの

とします。なお、工程表は余裕期間も含めた全体工期を記載するものとします。 

（５） 工事請負契約書第４条の規定に基づく、契約保証の期間は全体工期を満たすものとし、契約締結

の日から全体工期の終期までを対象とするものとします。 

（６） 工事請負契約書第 16 条第２項の規定に基づく、工事用地の管理は、着手指定日の前日までは、

発注者の責任において行うものとし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等を行わせてはならな

いものとします。 

（７） 工事請負契約書第 34 条第１項の規定に基づく、前払金の支払いの請求は、着手指定日以後でな

ければできないものとします。 

９．お問合せ先 

財政局 財政部 契約課 工事契約係 電話 022-214-8125 

都市整備局 技術管理室 工事管理係 電話 022-214-8290 
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○ 余裕期間を設定した工事のイメージ 
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○ 手持ち工事と余裕期間を設定した工事の関係イメージ 

 

【工事期間】 

技術者Ａを配置 

 

 

 

 

【余裕期間】 

技術者配置なし 

【実工期】 

技術者Ａを配置 

 

 

全体工期（契約工期） 

実工期 余裕期間 

検査引渡し 着手指定日 

専任を要する期間 専任を要する期間 （※） （※） （※） 

（※）専任を要しない期間 
（設計図書若しくは打合せ記録簿等の書面により明確となっていることが条件） 

契約上の始期 契約上の終期 

コリンズ登録期間 

現場代理人及び監理技術者等の配置を要する期間 

工期短縮の変更契約を締結すれば配置を要しない期間となる 

後片付け期間 

着手届等提出日 

コリンズ登録（土日祝日を除く 10日以内） 

手持ち工事 

（専任を要する工事） 

余裕期間を設定した工事 

（専任を要する工事） 

契約上の始期 契約上の終期 

契約上の始期 契約上の終期 着手指定日 

同じ技術者Ａを配置可能 

6 ヶ月を超えない範囲 


